
献腎移植更新方法〔長崎県の移植施設を希望されている場合〕
平成２３年２月１日改訂

移植施設以外の診察協力施設（※）

佐世保市立総合病院
長崎県五島中央病院

長崎県対馬いづはら病院

【長崎大学病院】 【国立長崎医療センター】 【佐世保市立総合病院】

泌尿器科外来に電話予約 泌尿器科外来に電話予約 泌尿器科外来に電話予約

外来日：火・木・金 外来日：月・水・木・金 外来日：月～金

電話０９５－８１９－７４７０ 電話０９５７－５２－３１２１ 電話０９５６－２４－１５１５

【長崎県五島中央病院】

泌尿器科外来（電話予約不要）

外来日：月・水・木・金

電話０９５９－７２－３１８１

【長崎県対馬いづはら病院】

泌尿器科外来（電話予約要）

外来日：月・火・木

電話０９２０－５２－１９１０

●留意点

１．登録1年後より年1回の更新手続き（新規登録と同じように移植施設を受診する）と更新料５，０００円が必要です。

２．同様に年１回、対象者は新しい血清を保存するための採血が必要です（透析施設で実施）。

３．保存血清採血については、対象者に対して移植検査施設（長崎県では国立長崎医療センター）より通知があります。

４．更新手続きについては、対象者に対して社団法人日本臓器移植ネットワークより通知があります。

●献腎移植を受けた場合

コーディネート経費として１００，０００円が必要です（ただし、３ヶ月以内に移植された腎臓が機能しなくなった場合はこの限りではありません）。

●更新料・コーディネート経費の医療費控除について

それぞれは医療費控除の対象となりますので、領収書を大切に保管し、該当する方は税務署等に申請をしてください。

●更新料・コーディネート経費の免除について

生活保護世帯・住民税非課税世帯などは免除規定があります。詳しくは社団法人日本臓器移植ネットワークにお問い合わせください。

国立長崎医療センタ－

・社団法人日本臓器移植ネットワークは更新料の払込と更新用紙の受領を確認のうえ更新完了後、「更新完了通知
書・領収書」を本人に郵送する。
（長崎県の場合、更新料の助成制度はありません）

（※）移植施設以外の診察協力施設：原則は移植施設（長崎大学病院、長崎医療センター）の受診が必要ですが、遠隔地の場合は上記3施設にて
移植施設の受診にかえることができます。（長崎県外の移植施設希望者は除く）

・移植希望者は社団法人日本臓器移植ネットワークに更新料５，０００円を払い込む

・更新対象者には、社団法人日本臓器移植ネットワークより「更新案内通知（腎臓移植希望登録更新用紙）」が送ら
れる。
　更新を希望する場合は「腎臓移植希望登録更新用紙」（社団法人日本臓器移植ネットワーク作成）と「献腎移植登
録更新チェックリスト」（長崎県独自用紙）を透析施設に持参し、透析担当医より記載してもらう。

・移植医が更新することに問題なしと診断した場合は、コメント欄に記入後、更新用紙を預かり社団法人日本臓器移植
ネットワークに送付する。

診　察　

長崎大学病院

更新対象者
透析施設

長崎県内の移植施設

・保存血清採血対象者には、移植検査施設より別途通知があり採血管が送られてくるので、透析施設で採血後、返信
封筒にて検査センターに郵送する。

泌尿器科外来を受診する

１．透析担当医に相談

４．払込取扱票で５千円

払い込む

３．移植施設受診

２．受診のための予約

５．更新完了

《登録についてのお問い合わせ先》

社団法人 日本臓器移植ネットワーク 西日本支部

〒530-0003

大阪市北区堂島3-1-21ＮＴＴデータ堂島ビル 20階

電話：０６-６４５５-３５４１ （月曜～金曜 9：00～17：30）

《登録についてのお問い合わせ先（長崎県）》

財団法人長崎県健康事業団 健康企画課 長崎県腎臓バンク

〒859-0401

諌早市多良見町化屋986-3

電話：０９５７－４３－７１３１ （月曜～金曜 8：30～17：15）

保存血清採血（対象者のみ）

■持参するもの■

①「腎臓移植希望登録更新用紙」

②「献腎移植登録更新チェックリスト」

③健康保険証 ④長期特定疾病受給者証

⑤障害者手帳 ⑥診察料
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